
御代田町ふるさと納税住民活動応援事業支援金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、住民自らが創意工夫し企画した住民活動事業に対し支援す

ることにより、活動団体の自立促進を図るため当該活動に要する経費に対し、

ふるさとみよた寄附金を原資とし、予算の範囲内で支援金を交付することにつ

いて御代田町補助金等交付規則（昭和 50 年御代田町規則第９号。以下「規則」

という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（支援対象団体） 

第２条 支援金の交付の対象となる団体は、次の各号に掲げる要件に該当するも

のとする。 

(1)  町内に住所を有する者で構成された団体 

(2) 政治活動、宗教活動、反社会的活動等を目的としない団体 

（支援対象事業） 

第３条 支援金の対象となる活動は、町内において申請年度に完了するもので、

住民が主体で行う住民活動のうち、次の各号に掲げる要件を備えた事業とする。 

(1) 不特定多数の者の利益につながる事業（公共性） 

(2) 地域住民が協働し、コミュニティの形成ができる事業（協調性） 

(3) 独自の発想や新たな視点による事業（独創性） 

(4) 波及効果や新たな展開が期待できる事業（発展性） 

 (5) 計画や費用に実現性・継続性が期待できる事業（実現性・継続性） 

(6) 他の補助を受けていない事業 

（支援金の対象経費及び補助率） 

第４条 支援金の交付の対象となる経費は、前条に規定する活動の実施に要する

経費とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは、支援金の対象経費とし

ない。 

(1)  団体の事務所等を維持するための経費 

(2)  団体の経常的な活動に要する経費 

(3)  団体の構成員による会合の飲食費 

(4)  団体の構成員に対する謝礼 

(5)  政治活動、宗教活動、反社会的活動等を目的とする事業経費 

３ 補助率は、対象経費の５分の４とする。 

（支援金の限度額等） 

第５条 支援金は、1 回につき 50 万円を限度とする。 

２ 支援金は、1,000 円単位とし、1,000 円未満の端数があるときは、これを切捨



てる。 

３ 支援金の交付は、１団体につき３回とする。 

（活動の募集） 

第６条 活動の募集は、年１回とし、応募しようとする団体は、御代田町ふるさ

と納税住民活動応援事業計画書（様式第１号）を町長に提出しなければならな

い。 

（支援対象事業の選考及び通知） 

第７条 町長は、前条の規定による応募があったときは、ふるさと納税住民活動

応援事業支援金選定委員会の意見をもとに選考し、選考結果を御代田町ふるさ

と納税住民活動応援事業選考結果通知書（様式第２号）により、当該応募団体

に通知するものとする。 

（支援金の交付申請） 

第８条 規則第３条第１項に規定する申請書は、御代田町ふるさと納税住民活動

応援事業支援金交付申請書（様式第３号）により提出するものとする。 

２ 前項に規定する書類の提出期限は、町長が別に定める。 

（支援金の交付決定及び通知） 

第９条 町長は、前条の規定により申請を受け、支援金を交付することが適当で

あると認めるときは支援金の交付を決定し、御代田町ふるさと納税住民活動応

援事業支援金交付決定通知書（様式第 4 号）により前条の申請書を提出した者

に通知するものとする。 

（支援金の概算払） 

第 10 条 前条の規定により支援金交付決定通知書の通知を受けとった者（以下

「支援金交付決定者」という。）が、規則第 12 条の規定による概算払を受けよ

うとするときは、御代田町ふるさと納税住民活動応援事業支援金概算払請求書

（様式第 5 号）により提出するものとする。 

（支援事業の内容の変更等） 

第 11 条 支援金交付決定者が、事業内容の変更又は廃止をしようとするときは、

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類の提出をもって行うもの

とする。 

(1) 支援事業の内容を変更しようとするとき（対象経費の 20 パーセント以内

の変更を除く。）御代田町ふるさと納税住民活動応援事業支援金変更承認申請

書（様式第 6 号） 

(2) 支援事業を廃止しようとするとき 御代田町ふるさと納税住民活動応援

事業支援金交付廃止承認申請書（様式第 7 号） 

（事前着手）  

第 12 条  交付対象事業は、支援金の交付決定前に着手することはでき



ない。ただし、事業の性質から事業の実施時期が年度当初に限定さ

れる場合その他町長がやむをえない事由があると認めた場合は、こ

の限りではない。  

２  支援対象団体は、前項ただし書に該当する場合には、御代田町ふ

るさと納税住民活動応援事業支援金事前着手届（様式第 8 号）を町

長に提出するものとする。  

（実績報告） 

第 13 条 規則第 13 条に規定する実績報告書は、御代田町ふるさと納税住民活動

応援事業支援金実績報告書（様式第 9 号）により提出するものとする。 

２ 前項に規定する書類の提出期限は、支援事業の完了した日から起算して 15

日を経過した日又は支援金の交付決定があった日の属する年度の 3月 31日のい

ずれか早い日とする。 

 （支援金の額の確定） 

第 14 条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、支援金等交付の決

定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し、適合すると

認めたときは、支援金の額を確定し、御代田町ふるさと納税住民活動応援事業

支援金確定通知書（様式第 10 号）により通知するものとする。 

（支援金の交付請求） 

第 15 条 支援対象事業者は、支援金の交付を請求しようとするときは、御代田町

ふるさと納税住民活動応援事業支援金交付請求書（様式第 11 号）により、確定

通知を受理した日から 10 日以内に提出するものとする。 

（委任） 

第 16 条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この告示は、令和２年７月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


